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若者チャレンジ応援プログラム学生運営メンバー募集要項 

 

 

「若者チャレンジ応援プログラム」では、若者が将来の目標やキャリアについて考え

るきっかけとなる人材をロールモデルとして招き、高校生や大学生等を対象に、ロール

モデルと対話などを行う交流イベントを実施します。 

学生運営メンバーの方には、ワークショップ等を通じて、都職員やファシリテーター

とともに、どのようなロールモデルを招くか、どのような対話の場をつくるかについて

検討し、仲間と協働しながら、イベントの企画・運営を担っていただきます。 

ついては、学生運営メンバーを、下記のとおり募集します。 

 

                  記 

 

１ 主催 

  東京都（主管：子供政策連携室総合推進部若者政策連携推進課） 

 

２ 募集概要 

（１）募集人数 

   10 名程度 

（２）募集期間 

   令和８年４月 24日（金曜日）から６月５日（金曜日）まで 

（３）応募要件 

   以下の要件全てを満たす方が対象です。 

 ア 応募時点で、都内在住又は在学の高校生・大学生等であること。 

    （専門学校生、短期大学生、高等専門学校生、大学院生等を含む。） 

 イ ワークショップや各種活動に積極的に参加し、仲間とともにイベントをつくり

上げていく意欲があること。 

 ウ ワークショップや各種活動に参加できる見込みがあること。 

 エ 18 歳未満の方は保護者の同意が得られること。 

オ 「５ 注意事項」を確認し、同意できること。 

 

（４）応募方法 

ア 若者チャレンジ応援プログラム学生運営メンバー応募フォームから必要事項を

入力の上、ご応募ください。 

  （URL）https://logoform.jp/form/tmgform/1486547 

  （二次元コード） 
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イ 応募フォームから正常に応募が完了すると、登録されたメールアドレス宛てに

確認メールが自動送信されますので、必ずご確認ください。 

ウ 応募フォームからの応募が難しい場合は、「６ 問合せ先」にご連絡くださ

い。 

 

３ 活動概要 

ワークショップ（４回）、リハーサル、イベント（２日間）及び事後ワークショップ

で構成されます。 

（１）共通事項 

   ア 参加費 

     無料 

     なお、活動に伴う交通費・通信費等は自己負担となります。 

   イ 東京ポイントの付与 

       ワークショップ（４回）、リハーサル、イベント（２日間）及び事後ワークシ

ョップ、それぞれへの参加ごとに、1,000pt を付与します。 

（２）ワークショップ 

ア 概要 

 学生運営メンバーが主体となり、イベントの開催に向け、当日登壇してもらう

ロールモデルの選定、企画内容の検討など準備を進めていきます。専属のファシ

リテーターや東京都職員が、学生運営メンバーの活動を支援します。 

 なお、欠席した場合には、後日ワークショップの内容を共有いたします。 

イ 日程（各回半日程度） 

第１回：令和８年７月 26日（日曜日） 

第２回：令和８年８月 23日（日曜日） 

第３回：令和８年９月 13日（日曜日） 

第４回：令和８年 10 月４日（日曜日） 

ウ 場所 

 東京都庁舎内会議室（予定） 

（３）リハーサル 

ア 概要 

イベント当日に向けて運営の流れを確認します。 

イ 場所 

  3×3Lab Future 

  東京都千代田区大手町 1-1-2 大手門タワー・ENEOS ビル 1階 

ウ 日程 
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     令和８年 10月 24 日（土曜日） 

（４）イベント 

   ア 概要 

 ワークショップで学生運営メンバーが検討した企画内容を基に、ロールモデル

を招待したイベントを開催します。 

イ 場所 

   3×3Lab Future 

   東京都千代田区大手町 1-1-2 大手門タワー・ENEOS ビル 1階 

ウ 日程 

   令和８年 11月 21 日（土曜日）及び 11 月 22 日（日曜日） 

（５）事後ワークショップ 

   ア 概要 

  これまでのワークショップや各種活動を通して得られた学びや経験等を振り返

り、まとめていきます。 

   イ 日程 

     令和８年 12月頃に１回（半日程度） 

   ウ 場所 

     都庁内会議室（予定） 

 

４ 学生運営メンバーの決定 

（１）１次選考（書類選考） 

ア 応募理由等、応募フォームに入力いただいた内容による書類選考を実施しま

す。 

イ 令和８年６月中旬を目途に、応募フォームに入力いただいたメールアドレス宛

に、１次選考の結果をご連絡します。なお、１次選考通過者には２次選考について

も併せてご案内します。 

（２）２次選考（面談） 

ア １次選考通過者との面談（オンライン）による選考を実施します。 

イ 令和８年６月中旬を目途に 20分程度の実施を予定しています。具体的な面談 

日時は、1次選考通過者と個別に調整します。 

状況に応じて、土曜日または日曜日の対応も可能です。 

※６月 15日（月曜日）から６月 21日（日曜日）頃を予定 

ウ 令和８年６月下旬を目途に、応募フォームに入力いただいたメールアドレス宛 

に、２次選考の結果をご連絡します。 
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５ 注意事項 

（１）別紙「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご応募ください。 

（２）18歳未満の方は保護者の同意を得てからご応募ください。 

（３）学生運営メンバーに決定された方には、活動中の安全確保のため、アレルギーの有

無、既往歴、かかりつけ医、緊急連絡先等の情報提出をお願いする場合があります。 

（４）学生運営メンバーに決定された方には、改めて応募要件および注意事項をご確認い 

ただき、これらに同意いただいた旨の同意書をご提出いただく予定です。 

（５）ワークショップへの参加は原則として現地でのご参加をお願いしておりますが、ご

都合がつかない場合には、オンライン等でのご参加も可能です。 

（６）東京都、東京都の委託先、企業団体、マスコミ等が、本プログラムのワークショッ

プや各種活動の様子を撮影、録画し、公式ウェブサイト、SNS、広報物、普及啓発活

動等において公開することがあります。 

（７）学生運営メンバーに決定された方には、東京都子供政策連携室が実施する他の事業

のほか、都に関係する事業等につきまして、ご協力のお願いや広報等を行わせていた

だく場合があります。 

（８）選考結果に対する個別の質問には回答しません。 

（９）応募の際に虚偽の内容を申請した場合、第三者のメールアドレス、その他の個人情

報等を不正に使用した場合、選考結果を無効とする場合があります。 

（10）主催者は、本プログラムに関連して生じた参加者の損害について、主催者の故意又

は重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。 

（11）やむを得ない事情により各種活動日程や内容が変更となる場合があります。 

（12）障がいのある方等で、本事業への参加に当たり配慮を希望される場合は、事前に応

募フォームにてご相談ください。 

 

６ 問合せ先 

  東京都子供政策連携室総合推進部若者政策連携推進課 

  S1110203@section.metro.tokyo.jp  

  03-5388-3820(平日 9:00 から 17:00) 
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個人情報の取扱いについて 

 

「若者チャレンジ応援プログラム」（以下「本プログラム」という。）の応募に際して、下

記の内容に同意いただいた上で、ご応募をお願いします。 

 

                  記 

 

１ 応募に際し、東京都が取得した個人情報は、本プログラムの実施及び都政情報の配信に

限り利用します。 

 

２ 東京都は、取得した個人情報の安全管理措置として、漏洩、滅失又は毀損の防止と是正、

その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。 

 

３ ご提出いただきました個人情報は、上記１で記載した利用目的に必要な範囲で、個人情

報の全部又は一部を預託・共同利用する場合があります。個人情報を預託・共同利用する

場合には、一定の個人情報保護水準を満たしている委託先・共同利用先を選定し、個人情

報の取り扱いに関する契約締結等の措置を講ずるとともに、委託先・共同利用先に対する

必要かつ適切な監督を行います。 

共同利用者の範囲：「本事業」に関する業務委託の受託事業者 

共同利用の管理責任者：都 

共同利用する個人情報の項目：ご提供いただく全ての個人情報 

 

４ 東京都が取得した個人情報は、あらかじめ明示した取得目的の範囲内で利用すること

とし、法令で定める場合その他特別な理由のある場合を除き、原則として本人の許可なく

第三者に個人情報を開示・提供することはありません。 

 

５ 御本人からの求めにより、東京都が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開

示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・消去（以下「開示等」という。）に応じ

ます。個人情報の開示等を希望される場合の請求、その他の個人情報に関するお問合せ

等については、東京都までお申し出ください。開示等を行う場合は、御本人であること

が確認できる書類（マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等）の掲示をお願い

します。 

別紙 


